
　２０１３年１月１日から２０３７年１２月３１日までの２５年間、復興特別所得税として、
所得税額×２．１％が追加的に課税されます。

　預金・金融債の利子や投資信託の分配金・譲渡益等に対しての税率は、以下の通りとなります。

　２０１３年１月１日以降に支払われる利子に適用される所得税は、その利子の計算期間の開始日
にかかわらずその計算期間の全期間にわたり、１５．３１５％となります。

復興特別所得税に関するお知らせ

～2012年12月31日

●預金・金融債の利子
●公募公社債投資信託の
　収益分配金・償還益

●公募株式投資信託の
　収益分配金・譲渡益

税率　20％

所得税　15％
住民税　 5％

税率　10％

所得税　7％
住民税　3％

税率　10.147％

所得税　7.147％
住民税　3％

税率　20.315％

所得税　15.315％
住民税　5％

税率　20.315％

所得税　15.315％
住民税　5％

2013年1月1日～
2013年12月31日

2014年1月1日～
2037年12月31日


